


3



4



 

 

② 協力団体 

・神奈川研修／社団法人日本福祉用具供給協会 南関東支部神奈川県ブロック 

・千葉研修 ／千葉県在宅サービス事業者協議会 

・静岡研修 ／静岡県民間在宅福祉サービス事業者協議会 

・大阪研修 ／公益社団法人関西シルバーサービス協会 

・鹿児島研修／社団法人日本福祉用具供給協会・鹿児島ブロック／社会福祉法人鹿児島県 

          社会福祉協議会 

 

③ 事業の説明会 

・日時／平成２３年１０月１７日（月） 

・会場／東京・コンベンションルームＡＰ品川（東京都港区高輪３－２５－２３） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注）「ふくせん」とは一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会の略称 

 

２）研修プログラム・教材の作成 

研修は全６時間として講義（２時間）、演習Ⅰ（２時間）、演習Ⅱ（２時間）のプログラムとした。

各プログラムの概要は以下のとおり。 

 

① 講義（２時間） 

福祉用具を用いた生活における事故防止のために必要な知識と職種間の連携の重要性を学び、介護

サービスの実践力の向上を目的とした講義にした。 

 

② 演習Ⅰ（２時間） 

グループ別に安全確認トレーニングを行い、事故防止のポイントを学ぶと共に、安心して福祉用具

を使うための基礎知識を得られるプログラムとした。教材はＡＫＴ「安全確認トレーニング」キッド

を使用した。（詳細は 19 頁） 

福祉用具の事故防止を視点とし

た技術・連携研修委員会 

研修内容担当 

委員会・担当 

神奈川研修 

連携研修 

千葉研修 

静岡研修 

大阪研修 

鹿児島研修 

ふ
く
せ
ん 

研修運営担当 

調査担当 

全国の訪問介護事業所・福祉用具貸与事業所 

開催 

支援 

広報 

支援 

＜事業の実施内容・体制＞

アンケートの実施
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④ 講師の選定、養成について 

今回の講師選定は、研修プロクラム・教材の作成を担当して頂いた委員の方々、演習Ⅰの安全確認

トレーニングの開発者、同教材を事業所で指導している本会会員の方にお願いした。併せて、事業の

定着と発展を目指し、地域の識者にも講師をお願いしたところである。地域の講師は、演習Ⅰは鹿児

島で１名、演習Ⅱが大阪と静岡の２名となっている。地域の講師の場合、協力団体の担当者が、他会

場の研修の模様を視察。ビデオ撮影をし、その映像を提供して講師に研修内容を説明するなど、担当

者と講師の連携を図ることで、事業の趣旨と講義の進め方などの伝達を円滑に行うことができた。 

今後、他の地域で同様の研修を行ってもらうにあたり、本報告書を活用してもらうとともに、今回

撮影した映像などを編集し、提供することも考えたい。 

 

⑤ 広報活動等について 

本研修は、モデル事業として普及・啓発を目的としていることから、事業の実施期間中も取材レポ

ートを作成し、実施地域への配布はもとより、ホームページに特設ページを設けて一般に情報を伝え

た。参加者の募集は、前記③のとおり、主に協力団体が行ったが、ホームページを見て本会に問い合

わせを寄せるケースも多かった。 

また、マスコミ対策では、ＮＨＫ・福祉ネットワークが福祉用具の事故をシリーズで取り上げてい

るが、この防止に向けた取り組みとして、静岡研修を取材し、全国放送をしてくれた。放送翌日から

は、ホームページへのアクセス数も上がり、事業の趣旨を効率よく伝えることができたと思う。 

 

２）今後の課題 

福祉用具の事故予防のための連携対象は、訪問介護事業所のサービス提供責任者、実際にサービス

を提供する訪問介護員だが、今回の研修を通じて、研修会場によっては訪問介護員の参加が比較的少

なかったところがある。事故防止に向けた環境づくりのめには、サービス提供責任者から訪問介護員

への指導等を期待するとともに、サービスを実際に提供する訪問介護員に対して直接的な研修を行う

方法も考えていきたいところである。訪問介護の業務の実態から、参加しやすい時間配分のプログラ

ムを用意すると共に、事業所の責任者への事業の周知も課題といえるだろう。 

今回の研修を通じて、訪問介護員から、あまり福祉用具を知らない、知りたくても誰に聞いていい

かわからない、という意見も多く聞かれた。福祉用具の事故予防のための職種間の連携では、先ず訪

問介護員に福祉用具を理解してもらう取り組みも必要であろう。また、例えば移動リフトなどを使え

ば、訪問介護員の腰痛予防にもつながり、かつ介護を受ける利用者の負担軽減など、介護の質にも好

影響がある。事故予防という視点からだけでなく、適切な利用によるメリットも含め、訪問介護員に

対する福祉用具の普及・啓発が強く求められている。 

今回のモデル研修は、福祉用具専門相談員と訪問介護員が、現場で実際にサービスを提供する過程

で、リスク管理の情報共有などを行うことにより、事故防止に結びつける取り組みである。お互いの

サービスは、ケアマネジメントのもと提供されることから、やはりケアマネジャーが情報共有の起点

となり、連携をマネジメントしてもらうことが必要であろう。ケアマネジャーに対する普及・啓発と

同時に、ケアマネジャーを含む三職種での連携研修なども必要だろう。 
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■福祉用具は「有効に活用」という回答が 7割強 

福祉用具は「有効に活用されていると思うか」という設問に対し、「思う」は 71.9%、「どちらとも

いえない」が 24.9%、「思わない」は 2.0%であった。有効に活用されていると回答した人に事例を

記載してもらったところ、排泄や入浴の自立、外出支援などの回答が目立っていた。また「医療器

具を使用している人は事故の危険性が高いと思うか」という設問では「どちらともいえない」が

65.4%で最も多く「思う」が 23.4%、「思わない」が 9.4%であった。 

 
■事故を減らすには「利用の前に身体状況を把握する」 

 福祉用具に係わる事故を減らすための方策を複数回答で尋ねたところ「利用の前に利用者の身体状

況を把握する」が 60.2%で最も多く、ついで「モニタリングを行い誤使用を防ぐ」が 50.4%、「利用

の前に福祉用具を試用してもらう」が 40.8%であった。このことから事故防止にはアセスメントと

モニタリングが必要と考えていることが伺える。また福祉用具利用を進める上で「困ったときの相

談相手」を複数回答で尋ねたところ「介護支援専門員」が 73.7%で最も多く、ついで「訪問リハビ

リ(理学・作業療法士｣)が 58.5%であった。 

 

３）訪問介護事業所の結果から 

■福祉用具貸与事業所へ連絡することは「ない」が 5 割超 

訪問介護事業所から福祉用具貸与事業所へ連絡することはあるかという設問では「あまりない」が

33.7%で最も多く、ついで「少しある」が 27.2%であった。「あまりない」と「まったくない」(18.1%)

をあわせると、訪問介護事業所から福祉用具貸与事業所への連絡がないという回答が 5 割を超えて

いる。福祉用具貸与事業所からも同様の回答を得ており、連携が取れているとはいえない状況が明

らかになったといえる。また「事故発生時の対応の仕組みを定めている」が 93.6%、「どのような事

柄を事故と定義するかの文書を定めている」と回答したのは 61.1%で、福祉用具貸与事業所より 5

～6ポイント高かった。 

 

■消安法による事故情報や福祉用具ＪＩＳは「あまり知らない」 

消安法による福祉用具事故情報が公表されることについて「あまり知らない」が最も多く 37.5%で、

ついで「少し知っている」が 34.6%であった。「あまり知らない」と「まったく知らない」(14.1%)

を合わせると 5割に達する。さらに「福祉用具ＪＩＳが規定する種類」についてとなると「あまり

知らない」が 40.1%になり、「少し知っている」が 31.3%で、「まったく知らない」は 11.5%、「よく

知っている」は 6.4%であった。ベッド柵の挟み込みなどに対する業界団体の注意喚起活動について

は「少し知っている」が 38.2%と最も高く、「知っている」の 24.3%と合わせると 6 割を超えていた。 

 
■福祉用具は「有効に活用」という回答が 6割 

福祉用具は「有効に活用されていると思うか」という設問に対し、「思う」は 60.1%、「どちらとも

いえない」が 34.1%、「思わない」は 2.4%であった。福祉用具貸与事業所は「思う」が 71.9%で、10

ポイントほど訪問介護事業所のほうが低かった。また有効に活用されていると回答した人に事例を

記載してもらったところ、寝起きや立ち上がりができるようになった、移動・入浴ができるように

なったと自立支援に関する記載が目立っていた。また「医療器具を使用している人は事故の危険性

が高いと思うか」という設問では「どちらともいえない」が 61.8%で最も多く、「思う」が 27.4%、
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